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一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
鳩
山
国
務
大
臣

成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す

る
法
律
は
、
成
田
国
際
空
港
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
公
共
施
設
そ
の
他
の

施
設
の
計
画
的
な
整
備
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
国
の
財
政
上
の
特
別

措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
昭
和
四
十
五
年
三
月
に
制
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
そ
の
効
力
を
失
う
こ

と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

政
府
と
し
て
は
空
港
周
辺
地
域
整
備
計
画
に
基
づ
く
整
備
事
業
の
推
進

に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
、
一
部
の

事
業
が
法
律
の
有
効
期
限
内
に
完
了
で
き
な
い
見
込
み
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
空
港
整
備
の
進
展
等
に
伴
う
周
辺
地
域
の
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る

た
め
、
新
た
な
事
業
を
空
港
周
辺
地
域
整
備
計
画
に
追
加
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
空
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
公
共
施
設

等
の
計
画
的
な
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
の
有
効
期
限
を
延
長

し
、
引
き
続
き
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。こ

の
法
律
案
は
、
成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の

特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
を
五
年
間
延
長
し
、
平
成
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま

す
。何

と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
一
七
日
）

○
赤
松
正
雄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

成
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整
備
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た
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財
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特
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ま
す
。

本
案
は
、
成
田
国
際
空
港
周
辺
地
域
に
お
け
る
道
路
、
生
活
環
境
施
設

等
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の

財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限
を
平
成
二
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
五
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
二
月
二
十
四
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
三
月
十
二
日

鳩
山
総
務
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
翌
十
三
日
に
質

疑
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
）

○
内
藤
正
光
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
案
件
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
成
田
国
際
空
港
周
辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
同
空
港
周
辺
地
域
に
お

け
る
道
路
、
生
活
環
境
施
設
等
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
、
同
法
律
の
有

効
期
限
を
五
年
間
延
長
し
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
空
港
関
係
自
治
体
の
要
望
を
十
分
に
踏
ま

え
た
空
港
整
備
計
画
の
推
進
、
成
田
空
港
で
発
生
し
た
貨
物
機
炎
上
事
故

の
原
因
究
明
と
再
発
防
止
策
、
空
港
周
辺
自
治
体
に
お
け
る
消
防
防
災
体

制
強
化
に
向
け
た
国
の
支
援
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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辺
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
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の
一
部
を
改
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